
 

 

 

 

全
労
連
・国
民
春
闘
共
闘
に

結
集
す
る
１
８
０
万
労
働
者
は

働
く
者
の
権
利
や
国
民
的
な

諸
要
求
を
掲
げ
て
本
日
、
ス
ト

ラ
イ
キ
を
軸
に
全
国
統

一
行

動
に
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。 

昨
年
末
の
日
比
谷
公
園
で
の

「派
遣
村
」
の
開
催
に
象
徴
さ

れ
た
非
正
規
労
働
者
の
「派
遣

切
り
」
「雇
い
止
め
」が
、
こ
の
年

度
末
に
む
け
て
さ
ら
に
加
速

さ
れ
、
３
月
末
に
は
、
４
０
万

人
が
雇
い
止
め
に
な
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。 

政
府
・財
界
・大
企
業
は
、
利

益
を
優
先
し
、
金
融
危
機
を
労

働
者
と
国
民
を
犠
牲
に
し
て

乗
り
切
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

全
労
連
・春
闘
共
闘
委
員
会

は
、
「雇
用
も
賃
上
げ
も
」を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
内
需
中
心
経
済
型

へ変
え
る
こ
と
が
国
民
・労
働

者
の
生
活
を
守
る
こ
と
だ
と

し
、
こ
の
春
闘
を
た
た
か
う
決

意
で
す
。 

通
信
労
組
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
各
グ
ル

ー
プ
会
社
へ①
労
働
者
の
雇
用

と
労
働
条
件
の
維
持
・向
上
の

た
め
の
要
求
②
暮
ら
し
を
守

る
賃
金
改
善
要
求
③
「５
０
歳

退
職
・賃
下
げ
再
雇
用
」
制
度

に
関
す
る
要
求
な
ど
を
提
出

し
ま
し
た
。 

し
か
し
昨
日
ま
で
に
各
グ
ル

ー
プ
会
社
か
ら
は
、
誠
意
あ
る

回
答
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
よ
っ
て
通
信
労
組
は
、
本

日
、
全
国
３
４
都
道
府
県
、
２

９
支
部
１
７
６
事
業
所
の
４
７

９
人
の
組
合
員
は
、
始
業
時
か

ら
１
０
時
ま
で
の
ス
ト
ラ
イ
キ

に
突
入
し
ま
し
た
。 

ご
支
援
ご
協
力
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
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れ
た
切
実
な
要
求
を
「０
９
国
民
春
闘
要
求

書
」と
し
て
グ
ル
ー
プ
各
社
に
提
出
し
そ
の
実

現
を
求
め
て
き
ま
し
た
。 

３
５
、
０
０
０
円
の
賃
金
引
上
げ
は
、
８
兆

８
３
５
２
億
円
に
も
達
し
て
い
る
内
部
留
保
金

を
わ
ず
か
１
・３
％
取
り
崩
す
だ
け
で
可
能

で
す
。
株
主
配
当
を
見
直
す
だ
け
で
非
正
規

雇
用
労
働
者
の
時
間
給
の
２
５
０
円
引
き
上

げ
は
十
分
可
能
で
す
。
ま
た
、
非
正
規
雇
用

労
働
者
の
正
社
員
化
な
ど
を
求
め
る
「社
員

の
長
期
安
定
雇
用
協
定
」
の
締
結
や
、
人
権

無
視
の
「成
果
・業
績
主
義
」賃
金
制
度
の
廃

止
、
「５
０
歳
退
職
・賃
下
げ
再
雇
用
」制
度
の

廃
止
な
ど
の
要
求
実
現
を
求
め
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ
ル
ー
プ
各
社
は
、
回

答
指
定
日
で
あ
る
３
月
１
１
日
ま
で
、
全
く
こ

れ
ら
の
要
求
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い

「ゼ
ロ
回
答
」と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 私

た
ち
通
信
労
組
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ
ル
ー
プ
各

社
の
誠
意
の
な
い
「ゼ
ロ
回
答
」に
怒
り
を
込

め
、
本
日
、
全
国
３
４
都
道
府
県
、
２
９
支

部
、
１
７
６
事
業
所
の
４
７
９
人
の
組
合
員

は
、
始
業
時
か
ら
１
０
時
ま
で
の
ス
ト
ラ
イ
キ

を
も
っ
て
た
た
か
う
こ
と
を
こ
こ
に
宣
言
し

ま
す
。 

  

２
０
０
９
年
３
月
１
２
日      

 

通
信
産
業
労
働
組
合

通
信
産
業
労
働
組
合

通
信
産
業
労
働
組
合

通
信
産
業
労
働
組
合    

    

「「「「ス
ト
ス
ト
ス
ト
ス
ト
突
入
決
起
集
会

突
入
決
起
集
会

突
入
決
起
集
会

突
入
決
起
集
会
」」」」

    

 

私
た
ち
は
、
時
代
の
大
き
な
歴
史
的
転
機

の
も
と
で
０
９
国
民
春
闘
を
た
た
か
っ
て
い
ま

す
。 ア

メ
リ
カ
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の
破
綻

に
端
を
発
し
た
金
融
危
機
は
、
外
需
頼
み
の

日
本
経
済
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
経
済

の
大
混
乱
と
景
気
後
退
を
ひ
き
お
こ
し
て
国

民
生
活
を
破
壊
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本

の
政
府
、
財
界
・大
企
業
は
、
そ
れ
で
も
利
益

優
先
の
経
営
に
固
執
し
、
こ
の
危
機
を
労
働

者
と
国
民
犠
牲
で
乗
り
切
ろ
う
と
し
て
い
ま

す
。
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
大
量
解
雇
や
新

規
採
用
の
抑
制
、
下
請
け
整
理
等
は
ま
さ
に

冷
酷
・非
情
な
大
企
業
の
横
暴
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

全
労
連
・春
闘
共
闘
委
員
会
は
、
こ
れ
ら

政
府
、
財
界
・大
企
業
と
対
峙
し
「貧
困
・生

活
危
機
突
破
の
大
運
動
で
、
か
え
る
ぞ
大
企

業
中
心
社
会
」
の
春
闘
統

一
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も

と
に
、
内
需
中
心
の
経
済
構
造
への
転
換
こ
そ

が
、
労
働
者
と
国
民
の
生
活
を
ま
も
る
だ
け

で
な
く
、
日
本
社
会
を
破
綻
の
淵
か
ら
引
き

戻
す
中
心
的
な
課
題
で
も
あ
る
と
位
置
づ

け
、
「雇
用
も
賃
上
げ
も
」
の
大
儀
の
旗
を
高

く
掲
げ
、
全
て
の
労
働
者
、
国
民
と
と
も
に

０
９
国
民
春
闘
を
た
た
か
っ
て
い
ま
す
。 

 

通
信
労
組
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ
ル
ー
プ
で
働
く
労

働
者
の
生
活
実
感
と
雇
用
実
態
か
ら
出
さ

＜労働法制改悪の流れ＞ 

 

・1985年 労働者派遣法制定（専門的13業務） 

     男女雇用機会均等法制定 

・1987年 変形労働時間制導入 

・1993年 変形労働時間制拡大、時短促進法 

     パート労働法制定 

・1994年 行政改革委員会発足 

・1995年 日経連「新時代の『日本的経営』」発表 

     規制緩和小委員会発足 

・1996年 派遣法改正（26業務に拡大） 

・1997年 均等法改正（女性保護規定の削除） 

・1998年 裁量労働制の導入 

     金融２法/独立行政法人法 

     規制緩和委員会発足 

・1999年 派遣法改正（対象業務の原則解禁・一般

派遣は上限１年・事前面接の禁止） 

     産業再生法/ＰＦＩ法 

     会社分割法・労働契約承継法 

・2001年 内閣府経済財政諮問会議発足、総合規制

改革会議発足 

・2003年 派遣法改正（派遣期間を1年から3年へ、

物の製造への派遣解禁） 

     有期雇用の上限期間延長 

     金銭解決制度導入の動き 

     指定管理者制度（地方自治法244条の2） 

・2004年 規制改革・民間解放推進会議発足 

・2006年 時短促進法廃止 


